
愛知県の海外展開支援

愛知県経済産業局産業部産業立地通商課



愛知県産業労働センター
（ウインクあいち）

あいち国際ビジネス支援センター

・ 国際ビジネスに関するワンストップ支援拠点

・ アクセス良好な名古屋駅エリアに設置

・ あいち産業振興機構と共同運営。同フロアにあるJETRO名古屋とも連携。

相談対応 専門家による海外展開に関する相談対応

個別支援
専門家による海外取引・進出に必要な実務支援の継続実施

海外に同行し、販路開拓や展示会出展等も支援

セミナー・講座 海外展開に関するセミナーや貿易実務講座の開催

情報提供・発信
海外展開に資する各種調査の実施・関連情報の提供

SNS（X、Facebook）による国際ビジネス情報の発信

■主な支援内容

■設置場所

愛知県産業労働センター（ウインクあいち）18階

名古屋市中村区名駅四丁目4-38

SNSはコチラ
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上海産業情報センター

海外産業情報センター

・ 駐在員事務所（海外産業情報センター）における県内企業の海外活動支援

・ 上海・バンコクに設置し、現地情報の収集や現地企業とのマッチングなどを実施

県内企業の活動支援 相談対応、現地企業とのマッチング支援など

情報収集・発信 定期レポートによる現地情報の発信

対日(県)投資の促進 現地有望企業の発掘、県内企業とのマッチング

外国人観光客誘致 観光展等でのPR

■主な活動内容

詳細はコチラ

バンコク産業情報センター

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/

ricchitsusho/gaikoku-center.html

定期レポートも
是非ご覧ください
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海外サポートデスク

・ 愛知県企業の海外支援拠点として、中国（江蘇省）、ベトナム、インド、インドネシアに設置

・ 各種相談対応や進出企業間のネットワークづくり等を実施

■支援内容

相談対応
現地への進出・現地での事業活動に関する相談対応

（法務、労務、会計、税制等）

ネットワーク形成
県内企業間の意見交換の場づくり

（定期的な意見交換会の開催）

情報提供
現地ビジネスに関する情報発信

（意見交換会におけるセミナー、定期的なメルマガ配信）

相談、メルマガ登録はコチラから！

中国 ベトナム インド インドネシア
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アジアの工業団地への進出支援

商社と協定を締結し、ベトナム・インドネシアの工業団地入居時の優遇措置を提供

団地名 優遇内容 協定先

ロンドウック工業団地（ドンナイ省）
・1月分の賃料無料
・会社設立・ライセンス修正手続きの無料代行 双日㈱

フーアンタン工業団地（ロンアン省）
・土地販売価格の1％値引き
・会社設立手続きの無料代行 双日㈱

第２タンロン工業団地（フンイエン省）
・1年分の管理費無料
・会社設立手続き代行（手数料免除） 住友商事㈱

第3タンロン工業団地（フート省）
・1年分の管理費無料
・会社設立手続き代行（手数料免除） 住友商事㈱

アマタシティ・ハロン工業団地（クアンニン省） ・6ヵ月分の管理費無料 丸紅㈱

ベトナム

団地名 優遇内容 協定先

グリーンランドインターナショナル工業団地
（西ジャワ州）

・土地販売価格の1％値引き 双日㈱

MM2100工業団地（西ジャワ州）
・3ヵ月分の管理費無料
・直営ホテル宿泊料20％引き（入居後1年） 丸紅㈱

インドネシア
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海外展示会出展支援（2025年度）

・ 米国関税措置対策として、海外展示会への出展費用を補助

・ 幅広い産業分野において、特定の国や地域に限らない販路開拓を促進

対象事業者
米国関税措置の影響を受けている又は受ける見込みがある、県内の中小・

中堅企業

対象展示会
日本・米国以外で2025年7月15日から2026年2月28日までに開催される

BtoB（企業間取引）の展示会や見本市

補助率 3分の2

補助上限額 50万円

対象経費 小間料、装飾代等

募集期間 2025年7月15日～8月29日（募集終了）

■補助金の概要
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海外バイヤーとのオンライン商談会（食育消費流通課）

・県産農林水産物及びその加工品について、海外への販路を拡大する意欲がある事業者を対象に、

 Web会議形式で海外バイヤーとマッチングする「海外バイヤーオンライン商談会」を開催。

■商談会の概要（2025年度の募集は終了しました）
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開催時期 2025年１月～３月

出展事業者数 11者

商談成約者数 ３者

開催時期 2026年１月～２月（ZoomまたはMicrosoft Teamsによる商談）

招聘バイヤー 10者程度

出展事業者数 10者程度（事前研修会有り）

主な募集要件 ・県産農林水産物の生産若しくはその加工食品の製造又はこれらの販売等を行う
 事業者であり、海外への販路拡大に意欲があること。
・法人・団体については主たる事業所の所在地が県内にあること。また、個人の場合
 は住所地が県内にあること。
・商談対象商品は、県産農林水産物及びその加工食品であること。
・「輸出志向事業者ネットワーク会員」であること、又は加入する意思があること。

■2024年度実績



「輸出志向事業者ネットワーク」について（食育消費流通課）

・県内の農林漁業者、本県産農林水産物を用いた加工食品製造事業者、関係団体、流

 通事業者、 輸出入業者を対象として、輸出志向のある方々のネットワークづくりを推進。

・各種イベントや商談会等に関する情報の提供の他、輸出に関するさまざまな情報を提供。
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会員数 190者（R7.11月末現在）

参加資格 本ネットワークの趣旨に賛同する県内農林漁業者や関係事業
者・機関・団体等であればどなたでも参加可能。

年会費 無料

申込方法 食育消費流通課のwebサイトから、参加申込書データをダウン
ロードして記入の上、下記の申込み先までファックス、メール
または郵便で申込み。

申込み先 愛知県農業水産局農政部食育消費流通課
輸出促進・六次産業化グループ
〒460-8501
名古屋市中区三の丸3-1-2
電話  052-954-6719
ファックス 052-954-6940
メール  shokuiku@pref.aichi.lg.jp 食育消費流通課のwebサイト



ご清聴ありがとうございました
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■海外展開全般（産業立地通商課）

052-533-6650

ricchitsusho@pref.aichi.lg.jp

名古屋市中村区名駅四丁目4-38

愛知県産業労働センター（ウインクあいち）18階

https://www.pref.aichi.jp/site/ricchitsusho/

052-954-6719

shokuiku@pref.aichi.lg.jp

名古屋市中区三の丸三丁目1-2

愛知県庁 西庁舎 ５階

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shokuiku/

⇓⇓⇓ お問合せはこちらまで ⇓⇓⇓

■県産農林水産物及びその加工食品の輸出促進（食育消費流通課）
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